
上菅⽥笹の丘⼩学校放課後キッズクラブ 

ＫＩＤＳ★ＮＥＷＳ 

【重要】利⽤区分２に登録している保護者の皆様へ 

キッズクラブで使⽤する上履きについて 

お⼦さんの学年及び学級により、キッズクラブ専⽤の上履きが必要となる場合と不要となる場合があります。 
（１）１年、２年、６年、個別⽀援級：キッズクラブ専⽤の上履きを使⽤します。 
（２）３年、４年、５年      ：学校⽤の上履きを兼⽤して使⽤します。 

利⽤⾃粛について 

 ひとり親などで仕事を休むことが困難な⽅や、県が継続を求める事業に従事している⽅以外の保護者の皆様に
は、今⼀度、利⽤の必要性をご検討いただき、ご家庭で過ごすことが可能な場合には、利⽤を控えていただくよ
う、改めてお願いいたします。 

利⽤料について 

（１）利⽤料（⽉額：５，０００円）の取り扱い 
利⽤区分②の利⽤料は、利⽤の有無に係わらず利⽤区分２に登録することにより利⽤料がかかります。 

※利⽤の⾃粛等により、利⽤料の⽀払いがお済みでない⽅は、ご準備をお願いいたします。 
※利⽤区分②から利⽤区分①への変更⼿続きは、キッズクラブへお申し出ください。 

（２）利⽤料相当額の返還 
４⽉８⽇から５⽉３１⽇までの期間中、キッズクラブの利⽤を控えた⽅の利⽤料については、国の財政

⽀援に沿って、後⽇、⽇割りの利⽤料相当額を返還いたします。ただし、まだ上限額や対象範囲等の詳細
は⽰されていませんので、詳細が判明しましたら、改めてお知らせいたします。 

（３）⽀払⽅法の変更 
    ５⽉分より、利⽤料の⽀払い⽅法を、先払いから後払いに変更いたしました。 
   ※当⽉分を３１⽇から翌⽉１０⽇まで※にお⽀払いください。 
   ※３⽉分に限り３⽉３１⽇まで。 

おやつ代について 

（１）おやつ代（⽇額：１００円）の取り扱い 
４⽉８⽇から４⽉３０⽇までの期間中、キッズクラブの利⽤を控えた⽅のおやつ代については、おやつ

⾷材の仕⼊れの都合により、返⾦いたしません。ただし、５⽉分以降のおやつ代として繰り越しして充当
いたします。 

（２）⽀払⽅法の変更 
    ５⽉分より、おやつ代の⽀払い⽅法を、先払いから後払いに変更いたしました。 
   ※毎⽉１⽇から３１⽇までのおやつ代を、３１⽇から翌⽉１０⽇まで※にお⽀払いください。 

     ※３⽉分に限り３⽉３１⽇まで。 
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